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戦
時
中
に
広
島
で
強
制
労
働
さ
せ
ら
れ
た
中
国
人
と
、
雇

用
主
だ

っ
た
企
業
の
間
で
歴
史
的
な

「和
解
」
が
成
立
し
て

か
ら
今
月
で
１０
年
．
節
目
を
機
に
、
歴
史
問
題
の
解
決
を
考

え
る
集
会
が
１９
ヽ

２０
日
に
開
か
れ
る
．
主
催
者
は

「加
害
の

歴
史
を
継
承
し

、
日
中
友
好
が
深
ま
る
き

っ
か
け
に
な
れ

ば
」
と
い
う
。

和
解
手
続
き
後
の
会
見
て
、
西
松
建
設
側
の

弁
護
士
（右
）と
握
手
す
る
中
国
人
元
労
働
者

の
都
義
誠

（シ
ャ
オ
　
イ
　
チ
ニ
ン
）
さ
ん

２
０
０
９
年
１０
月
２３
日
　
東
京
　
霞
が
関

年
の
日
中
共
同
声
明
で
決
普
済

み
だ
と
し
て
京
告
の
訴
え
を
棄

却
す
る

一
方
、
強
制
連
行
と
強

制
労
働
の
事
実
を
認
定
し
、
同

社
に
対
し

一
被
害
の
教
済
に
向

け
た
努
力
を
す
る
こ
と
か
期
待

さ
れ
る
」
と
付
言
し
た
。

０９
年
１０
月
お
日
、
両
者
は
東

京
門
裁
で
即
決
和
解
．
和
解
条

項
に
は
、
同
社
が
２
億
５
千
万

円
を
信
託
し
て
基
金
を
設
け
、

原
告
だ
け
で
な
く
同
じ
現
場
で

広
島
市
中
心
部
か
ら
章

で
約

１
時
間
．
太

口
川
上
流
、
西
中

国
山
地
の
山
間
に
立

つ

「安
野

中
国
人
受
難
之
碑
」
の
高
さ
は

８
６
０
考
だ
。
太
平
洋
戦
争
末

期
、
こ
の
地

で
水
力
発
電
所
建

設
工
事
の
過
酷
な
労
働
に
従
事

さ
せ
ら
れ
た
中
国
人
の
数
が
３

６
０
人
．
そ
の
全
員
の
名
を
び

っ
し
り
刻
ん
だ
両
側
の
碑
の
土

台
は
高
さ
２９
考
●
生
き
て
母
国

に
帰
れ
な
か

っ
た
仲
間
の
数
に

ち
な
む
と
い
う
。

元
労
働
者
と
遺
族
は
、
被
害

教
済
と
人
間
の
尊
厳
の
回
復
を

求
め
、
一雇
い
キ
だ

っ
た
西
松
建

設

旧^
西
松
組
）
側
と
の
間
で

長
く
交
渉
や
裁
判
を
続
け
て
き

た
．元

労
働
者
と
遼
族
計
５
人
が

西
松
建
設
に
損
害
賠
償
を
求
め

て
広
島
地
裁
に
提
訴
し
た
の
は

１
９
９
８
年
。
最
高
裁
は
２
０

０
７
年
、
戦
後
補
償
問
題
は
７２

働
か
さ
れ
た
３
６
０
人
全
員
を

対
象
に
補
償
す
る
こ
と
や
、
元

労
働
者
ら
が
強
制
連
行
で
受
難

し
た
事
実
を
同
社
が
認
め
、
謝

罪
す
る
文
言
を
盛
り
込
ん
だ
。

元
労
働
者
や
遺
族
ら
が
現
地
を

訪
れ
る
訪
日
活
動
も
続
け
ら
れ

て
き
た
。
碑
は
、
和
解
１
年
を

記
念
し
、
両
者
連
名
で
建
立
．

「
歴
史
を
心
に
刻
み
、
日
中
両

国
の
子
々
孫

々
の
友
好
を
願

っ

て
」
。
背
面
に
そ
ん
な
碑
文
を

刻
む
．

基
金
を
運
営
す
る
委
員
会
は

解
散
し
た
が
、
訴
訟
の
支
援
団

体
を
母
体
に
１０
年
に
発
足
し
た

「広
島
安
野

・
中
国
人
被
害
者

を
追
悼
し
歴
史
事
実
を
継
承
す

る
会
」

（事
務
局

・
広
島
市
）

か
和
解
の
精
神
を
引
き
継
い
で

活
動
す
る
。

訴
訟
で
原
告
団
長
を
務
め
、

和
解
の
場
で
元
労
働
者
を
代
表

し
て
西
松
側
の
代
理
人
と
握
手

を
交
わ
す
な
ど
、
中
心
的
存
在

だ
つ
た
砒
表
と
さ
ん
は
昨
年

６
月
に
亡
く
な
っ
た
。
　
一継
承

す
る
会
」
に
よ
る
と
、
９
年
前

の
碑

の
除

幕
式

に
来

日
し

た

元
労
働
者
５
人
の
う
ち
４
人
は

す
で
に
他
界
．
３
６
０
人
の
う

ち
存
命
な
の
は
、
寝
た
き
り
の

１
人

を
含

む

２
人

の
み
と

い

う
．

「継
承
す
る
会

一
の
川
原
洋

子
事
務
局
長
は

「語
り
継
ぐ
者

が
だ
ん
だ
ん
い
な
く
な
る
が
、

一
人
ひ
と
り
の
名
を
刻
ん
だ
碑

が
こ
の
地
に
残
り
、
日
本
が
戦

時
中
に
行

っ
た
国
策
に
よ
る
強

制

労
働

の
歴

史

を
伝

え

て
い

く
」
と
話
す
。

記
念
集
会

一あ
ら
た
め
て
歴

史
問
題
の
和
解
を
考
え
る

一
は

・９
日
午
後
２
～
５
時
、
広
島
市

中
区
の
広
島
弁
護
士
会
館
で
．

一四

カ
働
者
の
遼
族
や
強
制
蓮
行

に
詳
し
い
専
門
家
ら
か
発
一言
す

る
．
力
日
に
は
安
芸
大
国
町
坪

野
の

「受
難
之
碑
」
前

で

「中

国
人
受
難
者
を
追
悼
し
平
和
と

友
好
を
祈
念
す
る
集
い
」
も
．

問
い
合
わ
せ
は
川
原
さ
ん

（
０

８

０

●

３

８

８

０

●

８

３

４

０
）

へ
。

（宮
崎
凩
子
）

見
労
働
者
の
碑
が
継
承
」

０
２
０
１
０
年
に
建
立
さ
れ
た

「安
野
中
国
人
受
難
之
碑
」
．
左
後
方
は

中
国
電
力
安
野
発
電
所
＝
い
す
れ
も

，
コ
ム
大
田
町
坪
野
●

『受
難
之
碑
」

に
刻
ま
れ
た
名
前
を
見
て
悲
し
む
遺
族
た
ち
１
２
０
１
２
年
５
月
、

「広

島
安
野

・
中
国
人
被
害
者
を
追
悼
し
歴
史
事
実
を
継
承
す
る
会
」
提
供

日B 安野発電所と中国人強制労働

歴史問題 向き合い考える

‐９
日

中
区
で
記
念
集
会

太平洋戦争末期 、労働力不足を訴える

産業界の要望を受け、日本 ll・府は閣議決

定などを経て中二人労働者の 「多入Jに
着手 した.各地の拡山や港などで 4万人

近 くの■国人が重労働に就かされた。西
VL建設は安野● (現 安芸太口EF)の安

野発電所建設のため、厚生省 (当時 )に
中国人労働者の移入を中請.計310人が

強市1的に連行 されるなど して1944tF 7

月、中国 青島を出発 した.労 lll者たち

は劣悪な環境の中、F‐夜 2交代で導水 ト

ンネルエ事などに従事.広島刑あ所に収

監され被爆死した 5人を合む計20人が死

亡した。


